
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号

臨
床
研
究
法
施
行
規
則

臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
二
号
ロ
、
ニ
及
び
ヘ
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
同
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
六
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一

項
、
第
二
項
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
第
三
号
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第

一
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
床
研
究
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
七
条
）

第
二
章
　
臨
床
研
究
の
実
施
（
第
八
条―

第
六
十
三
条
）

第
三
章
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
（
第
六
十
四
条―

第
八
十
七
条
）

第
四
章
　
臨
床
研
究
に
関
す
る
資
金
等
の
提
供
（
第
八
十
八
条―

第
九
十
一
条
の
二
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
九
十
一
条
の
三―

第
九
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
　
「
実
施
医
療
機
関
」
と
は
、
臨
床
研
究
が
実
施
さ
れ
る
医
療
機
関
を
い
う
。

二
　
「
研
究
責
任
医
師
」
と
は
、
法
に
規
定
す
る
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
者
を
い
い
、
一
の
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
臨
床
研
究
に
係
る
業
務
を
統
括
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
を
い
う
。

三
　
「
多
施
設
共
同
研
究
」
と
は
、
一
の
臨
床
研
究
の
計
画
書
（
以
下
「
研
究
計
画
書
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
複
数
の
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
臨
床
研
究
を
い
う
。

四
　
「
研
究
代
表
医
師
」
と
は
、
多
施
設
共
同
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
、
複
数
の
実
施
医
療
機
関
の
研
究
責
任
医
師
を
代
表
す
る
研
究
責
任
医
師
を
い
う
。

五
　
「
研
究
分
担
医
師
」
と
は
、
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
、
研
究
責
任
医
師
の
指
導
の
下
に
臨
床
研
究
に
係
る
業
務
を
分
担
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
を
い
う
。

六
　
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
は
、
臨
床
研
究
に
対
す
る
信
頼
性
の
確
保
及
び
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
臨
床
研
究
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
臨
床
研
究
の
進
捗
状
況
並
び
に
当
該
臨
床
研

究
が
こ
の
省
令
及
び
研
究
計
画
書
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
研
究
責
任
医
師
が
特
定
の
者
を
指
定
し
て
行
わ
せ
る
調
査
を
い
う
。

七
　
「
監
査
」
と
は
、
臨
床
研
究
に
対
す
る
信
頼
性
の
確
保
及
び
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
臨
床
研
究
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
資
料
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
臨
床
研
究
が
こ
の
省
令
及
び
研
究
計
画
書
に
従
っ

て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
研
究
責
任
医
師
が
特
定
の
者
を
指
定
し
て
行
わ
せ
る
調
査
を
い
う
。

八
　
「
代
諾
者
」
と
は
、
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
配
偶
者
、
親
権
を
行
う
者
、
後
見
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。

（
適
用
除
外
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
研
究
の
目
的
で
検
査
、
投
薬
そ
の
他
の
診
断
又
は
治
療
の
た
め
の
医
療
行
為
の
有
無
及
び
程
度
を
制
御
す
る
こ
と
な
く
、
患
者
の
た
め
に

も
適
切
な
医
療
を
提
供
し
た
結
果
と
し
て
の
診
療
情
報
又
は
試
料
を
利
用
す
る
研
究

二
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
に
該
当
す
る
も
の

（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
治
験
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
後
調
査
等
（
第
一
号
に
規
定
す
る
研
究
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

四
　
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
後
調
査
等
（
第
一
号
に
規
定
す
る
研
究
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

五
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
後
調
査
等
（
第
一
号
に
規
定
す
る
研
究
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）

六
　
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
の
た
め
に
行
う
試
験
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く

日
本
産
業
規
格
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
子
会
社
等
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
）
と
す
る
。

（
研
究
資
金
等
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
利
益
は
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
係
る
人
件
費
、
実
施
医
療
機
関
の
賃
借
料
そ
の
他
臨
床
研
究
の
実
施
に
必
要
な
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
資
金
と
す
る
。

（
適
応
外
医
薬
品
）

第
五
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
と
す
る
。
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（
適
応
外
医
療
機
器
）

第
六
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
使
用
方
法
、
効
果
及
び
性
能
と
す
る
。

（
適
応
外
再
生
医
療
等
製
品
）

第
七
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
と
す
る
。

第
二
章
　
臨
床
研
究
の
実
施

（
臨
床
研
究
実
施
基
準
）

第
八
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
臨
床
研
究
の
実
施
に
関
す
る
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
臨
床
研
究
の
基
本
理
念
）

第
九
条
　
臨
床
研
究
は
、
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
生
命
、
健
康
及
び
人
権
を
尊
重
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
社
会
的
及
び
学
術
的
意
義
を
有
す
る
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
こ
と

二
　
臨
床
研
究
の
分
野
の
特
性
に
応
じ
た
科
学
的
合
理
性
を
確
保
す
る
こ
と

三
　
臨
床
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
及
び
臨
床
研
究
の
対
象
者
へ
の
負
担
そ
の
他
の
不
利
益
を
比
較
考
量
す
る
こ
と

四
　
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
け
る
審
査
意
見
業
務
を
行
う
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
審
査
を
受
け
て
い
る
こ
と

五
　
臨
床
研
究
の
対
象
者
へ
の
事
前
の
十
分
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
同
意
を
得
る
こ
と

六
　
社
会
的
に
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

七
　
臨
床
研
究
に
利
用
す
る
個
人
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
こ
と

八
　
臨
床
研
究
の
質
及
び
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と

（
研
究
責
任
医
師
等
の
責
務
）

第
十
条
　
研
究
責
任
医
師
及
び
研
究
分
担
医
師
は
、
臨
床
研
究
の
対
象
と
な
る
疾
患
及
び
当
該
疾
患
に
関
連
す
る
分
野
に
つ
い
て
、
十
分
な
科
学
的
知
見
並
び
に
医
療
に
関
す
る
経
験
及
び
知
識
を
有
し
、
か
つ
、
臨
床
研
究
に
関
す
る

倫
理
に
配
慮
し
て
当
該
臨
床
研
究
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
の
十
分
な
教
育
及
び
訓
練
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
安
全
性
及
び
妥
当
性
に
つ
い
て
、
科
学
的
文
献
そ
の
他
の
関
連
す
る
情
報
又
は
十
分
な
実
験
の
結
果
に
基
づ
き
、
倫
理
的
及
び
科
学
的
観
点
か
ら
十
分
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
研
究
責
任
医
師
及
び
研
究
分
担
医
師
は
、
こ
の
省
令
及
び
研
究
計
画
書
に
基
づ
き
臨
床
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
が
こ
の
省
令
及
び
研
究
計
画
書
に
従
い
、
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
臨
床
研
究
の
中
止
又
は
研
究
計
画
書
の
変
更
そ
の
他
の
臨
床
研
究
の
適

正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
に
関
す
る
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
委
託
契
約
の
内
容
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な

監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
等
の
責
務
）

第
十
一
条
　
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
臨
床
研
究
が
こ
の
省
令
及
び
研
究
計
画
書
に
従
い
、
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
臨
床
研
究
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
前
項
の
確
認
の
た
め
、
研
究
責
任
医
師
に
対
し
、
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
研
究
責
任
医
師
は
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
管
理
者
が
求
め
る
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
多
施
設
共
同
研
究
）

第
十
二
条
　
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
当
該
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
臨
床
研
究
に
係
る
業
務
を
代
表
す
る
た
め
、
当
該
研
究
責
任
医
師
の
中
か
ら
、
研
究
代
表
医
師
を
選
任
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
他
の
研
究
責
任
医
師
に
対
し
、
当
該
多
施
設
共
同
研
究
に
関
連
す
る
必
要
な
情
報
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
疾
病
等
発
生
時
の
対
応
等
）

第
十
三
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
研
究
計
画
書
ご
と
に
、
当
該
研
究
計
画
書
に
基
づ
く
臨
床
研
究
の
実
施
に
起
因
す
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
一
の
手
順
書
を
作
成
し
、
当
該
手
順
書
に
沿
っ
た

対
応
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
起
因
す
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
等
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
該
臨
床
研
究
の
中
止
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
究
計
画
書
）

第
十
四
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
研
究
計
画
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
臨
床
研
究
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

二
　
臨
床
研
究
の
背
景
に
関
す
る
事
項
（
当
該
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
概
要
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

三
　
臨
床
研
究
の
目
的
に
関
す
る
事
項

四
　
臨
床
研
究
の
内
容
に
関
す
る
事
項

五
　
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
選
択
及
び
除
外
並
び
に
臨
床
研
究
の
中
止
に
関
す
る
基
準
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六
　
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
対
す
る
治
療
に
関
す
る
事
項

七
　
有
効
性
の
評
価
に
関
す
る
事
項

八
　
安
全
性
の
評
価
に
関
す
る
事
項

九
　
統
計
的
な
解
析
に
関
す
る
事
項

十
　
原
資
料
等
（
臨
床
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
そ
の
他
の
記
録
で
あ
っ
て
、
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
の
内
容
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
閲
覧
に
関
す
る
事
項

十
一
　
品
質
管
理
及
び
品
質
保
証
に
関
す
る
事
項

十
二
　
倫
理
的
な
配
慮
に
関
す
る
事
項

十
三
　
記
録
（
デ
ー
タ
を
含
む
。
）
の
取
扱
い
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

十
四
　
臨
床
研
究
の
実
施
に
係
る
金
銭
の
支
払
及
び
補
償
に
関
す
る
事
項

十
五
　
臨
床
研
究
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項

十
六
　
臨
床
研
究
の
実
施
期
間

十
七
　
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
対
す
る
説
明
及
び
そ
の
同
意
（
こ
れ
ら
に
用
い
る
様
式
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

十
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
臨
床
研
究
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項

（
不
適
合
の
管
理
）

第
十
五
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
が
こ
の
省
令
又
は
研
究
計
画
書
に
適
合
し
て
い
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
知
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
研
究
分
担
医
師
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
分
担
医
師
」
と
、
「
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
責
任
医
師
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

３
　
研
究
責
任
医
師
は
、
第
一
項
の
不
適
合
で
あ
っ
て
、
特
に
重
大
な
も
の
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
研
究
代
表

医
師
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
と
、
前
項
中
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
研
究
代
表
医
師
は
、
第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
多
施
設
共
同
研
究
が
不
適
合
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
設
備
そ
の
他
の
施
設
）

第
十
六
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
の
内
容
に
応
じ
、
実
施
医
療
機
関
が
救
急
医
療
に
必
要
な
施
設
又
は
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
医
療
機
関
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臨

床
研
究
の
対
象
者
に
対
し
、
救
急
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
が
あ
ら
か
じ
め
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

第
十
七
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
研
究
計
画
書
ご
と
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
一
の
手
順
書
を
作
成
し
、
当
該
手
順
書
及
び
研
究
計
画
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
に
、
当
該
者
が
直
接
担
当
す
る
業
務
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
研
究
責
任
医
師
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
報
告
を
受
け
た
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
報
告
の
内
容
を
研
究
代
表
医
師
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研
究

代
表
医
師
は
、
当
該
通
知
の
内
容
を
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
査
）

第
十
八
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
研
究
計
画
書
ご
と
に
監
査
に
関
す
る
一
の
手
順
書
を
作
成
し
、
当
該
手
順
書
及
び
研
究
計
画
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
監
査
の
対
象
と
な
る
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
従
事
す
る
者
に
、
監
査
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
監
査
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
監
査
の
結
果
を
研
究
責
任
医
師
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
研
究
責
任
医
師
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
監
査
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
指
導
等
）

第
十
九
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
従
事
す
る
者
及
び
監
査
に
従
事
す
る
者
が
行
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
監
査
に
関
し
、
必
要
な
指
導
及
び
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
対
す
る
補
償
）

第
二
十
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
臨
床
研
究
の
実
施
に
伴
い
生
じ
た
健
康
被
害
の
補
償
及
び
医
療
の
提
供
の
た
め
に
、
保
険
へ
の
加
入
、
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
相
反
管
理
計
画
の
作
成
等
）

第
二
十
一
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
次
に
掲
げ
る
関
与
に
つ
い
て
の
適
切
な
取
扱
い
の
基
準
（
以
下
「
利
益
相
反
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
研
究
責
任
医
師
が
実
施
す
る
臨
床
研
究
に
対
す
る
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
（
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
の
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
研
究
資
金
等
の
提
供
そ
の
他
の
関
与
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二
　
当
該
研
究
責
任
医
師
が
実
施
す
る
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
（
当
該
研
究
責
任
医
師
、
研
究
分
担
医
師
及
び
統
計
的
な
解
析
を
行
う
こ
と
に
責
任
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
研
究
計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

当
該
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
明
白
な
者
に
対
す
る
当
該
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
を
し
、
若
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
の
特
殊
関
係
者
に
よ

る
寄
附
金
、
原
稿
執
筆
及
び
講
演
そ
の
他
の
業
務
に
対
す
る
報
酬
の
提
供
そ
の
他
の
関
与

２
　
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
又
は
所
属
機
関
の
長
は
、
前
項
の
関
与
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
利
益
相
反
管
理
基
準
の
確
認
及
び
当
該
利
益
相
反
管
理
基
準
に
基
づ
く
前
項
の
関
与
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
確
認
を
行
い
、
当
該

確
認
の
結
果
（
助
言
、
勧
告
そ
の
他
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
報
告
書
を
研
究
責
任
医
師
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
研
究
責
任
医
師
は
、
前
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
内
容
も
踏
ま
え
、
第
一
項
の
関
与
に
つ
い
て
の
適
切
な
取
扱
い
の
方
法
を
具
体
的
に
定
め
た
計
画
（
前
項
の
報
告
書
に
助
言
、
勧
告
そ
の
他
の
措
置
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
を
含
む
。
以
下
「
利
益
相
反
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
利
益
相
反
管
理
基
準
及
び
利
益
相
反
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
研
究
責
任
医
師
は
、
第
一
項
の
関
与
に
つ
い
て
、
利
益
相
反
管
理
基
準
及
び
利
益
相
反
管
理
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
研
究
責
任
医
師
は
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
は
」
と
、

第
一
項
中
「
当
該
研
究
責
任
医
師
、
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
研
究
代
表
医
師
、
他
の
研
究
責
任
医
師
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７
　
研
究
代
表
医
師
は
、
第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
利
益
相
反
管
理
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
他
の
研
究
責
任
医
師
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
へ
の
対
応
）

第
二
十
二
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
か
ら
意
見
を
述
べ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
意
見
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
対
し
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
」
と
、
「
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
「
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
を
他
の
研
究
責
任
医
師
に
対
し
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
代
表
医
師
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
た
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
一
項
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
研
究
責
任
医
師
は
、
当
該
意
見
を
尊
重
し
て
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
及
び
問
合
せ
へ
の
対
応
）

第
二
十
三
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
に
関
す
る
苦
情
及
び
問
合
せ
に
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
、
苦
情
及
び
問
合
せ
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
の
設
置
、
苦
情
及
び
問
合
せ
の
た
め
の
対
応
の
手
順
の
策
定
そ
の
他

の
必
要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
公
表
等
）

第
二
十
四
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
に
当
た
り
世
界
保
健
機
関
が
公
表
を
求
め
る
事
項
そ
の
他
の
臨
床
研
究
の
過
程
の
透
明
性
の
確
保
及
び
国
民
の
臨
床
研

究
へ
の
参
加
の
選
択
に
資
す
る
事
項
を
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
第
十
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
臨
床
研
究
の
内
容
に
関
す
る
事
項
と
し
て
記
載
し
た
主
た
る
評
価
項
目
に
係
る
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
う
た
め
の
期
間
が
終
了
し
た
と
き
は
原
則
と
し
て
そ
の
日
か
ら
一
年
以
内
に

主
要
評
価
項
目
報
告
書
（
研
究
計
画
書
に
つ
き
当
該
収
集
の
結
果
等
を
取
り
ま
と
め
た
一
の
概
要
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
同
号
に
掲
げ
る
臨
床
研
究
の
内
容
に
関
す
る
事
項
と
し
て
記
載
し
た
全
て
の
評
価
項
目
に
係
る
デ
ー
タ

の
収
集
を
行
う
た
め
の
期
間
が
終
了
し
た
と
き
は
原
則
と
し
て
そ
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
研
究
計
画
書
に
つ
き
一
の
総
括
報
告
書
（
臨
床
研
究
の
結
果
等
を
取
り
ま
と
め
た
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
概
要
を
、
そ
れ
ぞ

れ
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
主
要
評
価
項
目
報
告
書
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
実
施
計
画
の
変
更
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
研
究
責
任
医
師
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
要
評
価
項
目
報
告
書
又
は
総
括
報
告
書
及
び
そ
の
概
要
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
主
要
評

価
項
目
報
告
書
又
は
総
括
報
告
書
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
意
見
を
述
べ

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研
究
責
任
医
師
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
括
報
告
書
の
概
要
を
提
出
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

総
括
報
告
書
の
概
要
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
研
究
計
画
書

二
　
統
計
解
析
計
画
書
（
統
計
的
な
解
析
を
行
う
た
め
の
計
画
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
統
計
解
析
計
画
書

６
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
場
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
総
括
報
告
書
の
概
要

の
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
提
出
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
公
表
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

７
　
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
」

と
、
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
責
任
医
師
が
」
と
、
第
四
項
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
責
任
医
師
が
」
と
、
前
三
項
中
「
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
前
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
臨
床
研
究
（
特
定
臨
床
研
究
を
除
く
。
）
を
実
施
す
る
研
究
代
表
医
師
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
主
要
評
価
項
目
報
告
書
又
は
総
括
報
告
書
の
概
要
を
公
表
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施

医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
代
表
医
師
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
他
の

研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
品
質
の
確
保
等
）

第
二
十
五
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
臨
床
研
究
の
内
容
に
応
じ
、
当
該
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
品
質
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
等
を
用
い
て
臨
床
研
究
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
ハ
又
は
ホ
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
そ
の
他
臨
床
研
究
の
内
容
に
応
じ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
臨
床
研
究
に
用
い
る

医
薬
品
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
作
成
し
、
又
は
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
製
造
年
月
日
、
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
そ
の
他
の
当
該
医
薬
品
等
の
製
造
に
関
す
る
記
録

二
　
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
を
入
手
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
数
量
及
び
年
月
日
の
記
録

三
　
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
処
分
の
記
録

（
臨
床
研
究
を
行
う
際
の
環
境
へ
の
配
慮
）

第
二
十
六
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
環
境
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

第
二
十
七
条
　
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
及
び
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
同
法
に
お
け
る

個
人
に
関
す
る
情
報
の
保
護
の
措
置
に
準
じ
て
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
及
び
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
次
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

３
　
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
（
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
配
偶
者
、
親
権
を
行
う
者
、
後
見
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
以
下

「
本
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
意
を
受
け
て
い
る
範
囲
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
、
若
し
く
は
公
表
し
て
い
る
範
囲
を
超
え
て
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
伴
い
取
得
し
た
個
人
情
報
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
研
究
責
任
医
師
は
、
個
人
情
報
の
利
用
（
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
他
の
研
究
責
任
医
師
又
は
外
国
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
を
い
う
。

第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
者
へ
の
提
供
を
含
む
。
次
条
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
目
的
（
次
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
）
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
個
人
情
報

を
正
確
か
つ

新
の
内
容
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
人
等
の
同
意
）

第
二
十
八
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
個
人
情
報
を
利
用
し
て
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
本
人
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
既
存
試
料
等
（
研
究
計
画
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
存
在
す
る
試
料
等
（
人
体
か
ら
取
得
さ
れ
た
試
料
及
び
臨
床
研
究
に
用
い
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
研
究
計
画
書
が
作
成
さ
れ
た
後
に
当
該
臨
床
研
究

の
目
的
以
外
の
目
的
で
取
得
さ
れ
た
試
料
等
で
あ
っ
て
、
当
該
臨
床
研
究
に
利
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
時
に
別
の
研
究
に
お
け
る
利
用
に
つ
い
て
の
同
意
が
得
ら
れ
て
お
り
、
当
該
臨
床
研
究
の
実
施
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
又
は
そ
の
配
偶
者
、
親
権
を
行
う
者
、
後
見
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
以
下
「
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
等
」
と
い
う
。
）
に
通
知

し
、
又
は
公
表
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
同
意
が
当
該
臨
床
研
究
の
目
的
と
相
当
の
関
連
性
が
あ
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合

イ
　
当
該
臨
床
研
究
に
お
け
る
既
存
試
料
等
の
利
用
目
的
及
び
利
用
方
法
（
当
該
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
研
究
責
任
医
師
へ
提
供
さ
れ
る
場
合
は
そ
の
方
法
を
含
む
。
）

ロ
　
当
該
臨
床
研
究
に
利
用
す
る
既
存
試
料
等
の
項
目

ハ
　
当
該
臨
床
研
究
に
利
用
す
る
既
存
試
料
等
を
利
用
す
る
者
の
範
囲

ニ
　
当
該
臨
床
研
究
に
利
用
す
る
既
存
試
料
等
の
管
理
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
当
該
臨
床
研
究
の
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
等
に
通
知
し
、
又
は
公
表
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
が
当
該
臨
床
研

究
に
参
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
等
が
拒
否
で
き
る
機
会
を
保
障
し
て
い
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
等
の
求
め
に
応
じ
て
、
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
が
識
別
さ
れ
る
既
存
試
料
等
の
利
用
又
は
他
の
研
究
責
任
医
師
へ
の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と

ハ
　
ロ
の
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
等
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法

第
二
十
九
条
　
削
除

第
三
十
条
　
削
除

第
三
十
一
条
　
削
除

第
三
十
二
条
　
削
除

第
三
十
三
条
　
削
除

第
三
十
四
条
　
削
除

第
三
十
五
条
　
削
除

（
試
料
等
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
六
条
　
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
他
の
研
究
責
任
医
師
に
対
し
試
料
等
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
削
除
（
当

該
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
特
定
の
個
人
と
関
わ
り
の
な
い
情
報
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
記
録
の
作
成
）

第
三
十
七
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
外
国
に
あ
る
者
と
共
同
し
て
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
外
国
に
あ
る
者
に
個
人
情
報
を
含
む
試
料
等
を
提
供
す
る
と
き
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
あ
る
者
に
当
該
試

料
等
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
個
人
情
報
を
含
む
試
料
等
を
提
供
し
た
年
月
日

二
　
当
該
外
国
に
あ
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
法
第
九
条
に
規
定
す
る
同
意
を
得
て
い
る
旨
又
は
前
条
に
規
定
す
る
手
続
を
行
っ
て
い
る
旨

四
　
当
該
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
本
人
の
氏
名
そ
の
他
の
当
該
本
人
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

五
　
当
該
外
国
に
あ
る
者
に
提
供
し
た
個
人
情
報
の
項
目

２
　
外
国
に
あ
る
者
か
ら
個
人
情
報
を
含
む
試
料
等
の
提
供
を
受
け
る
場
合
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
外
国
に
あ
る
者
か
ら
試
料
等
の
提
供
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
研
究
責
任
医
師
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
を
行

い
、
当
該
確
認
に
係
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
個
人
情
報
を
含
む
試
料
等
の
提
供
を
受
け
た
年
月
日

二
　
当
該
試
料
等
の
提
供
を
行
っ
た
外
国
に
あ
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
当
該
試
料
等
が
適
切
に
取
得
さ
れ
た
こ
と
を
記
載
し
た
書
類

四
　
当
該
外
国
に
あ
る
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
個
人
情
報
の
項
目

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
の
協
力
）

第
三
十
八
条
　
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
研
究
責
任
医
師
が
法
第
十
条
に
規
定
す
る
義
務
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
計
画
の
提
出
）

第
三
十
九
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
開
始
す
る
前
に
様
式
第
一
に
よ
る
計
画
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
提
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
研
究
代
表
医
師
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研
究
代

表
医
師
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
代
表
医
師
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
た
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
臨
床
研
究
に
つ
い
て
の
研
究
資
金
等
の
提
供
及
び
特
定
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
を
し
、
若
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
の
特
殊
関
係
者
の
関
与
に
関
す
る
事
項
（
法
第
五

条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）

二
　
審
査
意
見
業
務
を
行
う
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
番
号
及
び
当
該
実
施
計
画
の
審
査
に
関
す
る
事
項

三
　
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
及
び
同
意
に
関
す
る
事
項

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項

６
　
研
究
責
任
医
師
は
、
実
施
計
画
と
研
究
計
画
書
と
の
整
合
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
計
画
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
の
手
続
）

第
四
十
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
法
第
五
条
第
三
項
（
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
当
該
認
定
臨

床
研
究
審
査
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
実
施
計
画

二
　
研
究
計
画
書

三
　
医
薬
品
等
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

四
　
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
手
順
書

五
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
手
順
書
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
順
書
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
手
順
書

六
　
利
益
相
反
管
理
基
準
及
び
利
益
相
反
管
理
計
画

七
　
研
究
責
任
医
師
及
び
研
究
分
担
医
師
の
氏
名
を
記
載
し
た
文
書

八
　
統
計
解
析
計
画
書
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
統
計
解
析
計
画
書

九
　
そ
の
他
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
求
め
る
書
類

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
後
に
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
そ
の
他
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
が
求
め
る
書
類
を
提
出
し
て
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
け
る
当
該
特
定
臨
床
研
究
の

実
施
の
可
否
に
つ
い
て
、
当
該
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
研
究
責
任
医
師
は
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
は
」
と
、
前
項
中
「
研
究
責
任

医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
及
び
研
究
責
任
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
計
画
の
変
更
の
提
出
）

第
四
十
一
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
後
の
実
施
計
画
及
び
様
式
第
二
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
実
施
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
四
十
二
条
　
法
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
、
連
絡
先
又
は
所
属
す
る
機
関
の
名
称
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
者
又
は
当
該
者
の
所
属
す
る
機
関
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

三
　
苦
情
及
び
問
合
せ
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
の
変
更

四
　
研
究
責
任
医
師
又
は
研
究
代
表
医
師
の
所
属
す
る
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
の
氏
名
の
変
更

五
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
の
可
否
に
つ
い
て
の
管
理
者
の
承
認
に
伴
う
変
更

六
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
状
況
の
確
認
に
関
す
る
事
項
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
結
果
及
び
監
査
の
実
施
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

七
　
審
査
意
見
業
務
を
行
う
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
名
称
又
は
連
絡
先
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
の
適
否
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の

（
実
施
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
四
十
三
条
　
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
変
更
禁
止
）

第
四
十
四
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
施
計
画
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
後
は
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実

施
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
臨
床
研
究
の
中
止
の
届
出
）

第
四
十
五
条
　
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
に
対
す
る
説
明
及
び
同
意
事
項
）

第
四
十
六
条
　
法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
実
施
す
る
特
定
臨
床
研
究
の
名
称
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
つ
い
て
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
実
施
計
画
を
提
出
し
て
い
る
旨

二
　
実
施
医
療
機
関
の
名
称
並
び
に
研
究
責
任
医
師
の
氏
名
及
び
職
名
（
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
研
究
代
表
医
師
の
氏
名
及
び
職
名
並
び
に
他
の
実
施
医
療
機
関
の
名
称
並
び
に

当
該
実
施
医
療
機
関
の
研
究
責
任
医
師
の
氏
名
及
び
職
名
を
含
む
。
）

三
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
理
由

四
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
り
予
期
さ
れ
る
利
益
及
び
不
利
益

五
　
特
定
臨
床
研
究
へ
の
参
加
を
拒
否
す
る
こ
と
は
任
意
で
あ
る
旨

六
　
同
意
の
撤
回
に
関
す
る
事
項

七
　
特
定
臨
床
研
究
へ
の
参
加
を
拒
否
す
る
こ
と
又
は
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
に
よ
り
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
旨

八
　
特
定
臨
床
研
究
に
関
す
る
情
報
公
開
の
方
法

九
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
又
は
そ
の
代
諾
者
（
以
下
「
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
の
求
め
に
応
じ
て
、
研
究
計
画
書
そ
の
他
の
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
関
す
る
資
料
を
入
手
又
は
閲
覧
で
き
る
旨
及
び
そ
の
入

手
又
は
閲
覧
の
方
法

十
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

十
一
　
試
料
等
の
保
管
及
び
廃
棄
の
方
法

十
二
　
特
定
臨
床
研
究
に
対
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
関
与
に
関
す
る
状
況

十
三
　
苦
情
及
び
問
合
せ
へ
の
対
応
に
関
す
る
体
制

十
四
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
係
る
費
用
に
関
す
る
事
項

十
五
　
他
の
治
療
法
の
有
無
及
び
内
容
並
び
に
他
の
治
療
法
に
よ
り
予
期
さ
れ
る
利
益
及
び
不
利
益
と
の
比
較

十
六
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す
る
補
償
及
び
医
療
の
提
供
に
関
す
る
事
項

十
七
　
特
定
臨
床
研
究
の
審
査
意
見
業
務
を
行
う
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
事
項
そ
の
他
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
係
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
関
す
る
事
項

十
八
　
そ
の
他
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
の
同
意
の
取
得
）

第
四
十
七
条
　
法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
説
明
及
び
同
意
の
取
得
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
で
き
る
限
り
平
易
な
表
現
を
用
い
、
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
が
十
六
歳
以
上
の
未
成
年
者
（
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
を
十
分
に
理
解
で
き
る
能
力
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
臨
床
研

究
の
対
象
者
の
同
意
に
加
え
、
当
該
対
象
者
の
代
諾
者
の
同
意
も
得
る
こ
と
。

三
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
が
十
六
歳
以
上
の
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
が
研
究
計
画
書
に
記
載
さ
れ
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者

が
承
認
し
た
と
き
は
、
当
該
対
象
者
か
ら
同
意
を
得
る
こ
と
。

イ
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
身
体
又
は
精
神
に
障
害
又
は
負
担
が
生
じ
な
い
旨
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ロ
　
特
定
臨
床
研
究
の
目
的
及
び
個
人
情
報
の
取
扱
い
そ
の
他
の
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
係
る
情
報
を
公
表
し
、
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
が
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
参
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
代
諾
者
が
拒
否
で
き
る
機

会
を
保
障
す
る
旨

（
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
事
由
）

第
四
十
八
条
　
法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
、
単
独
で
説
明
を
受
け
、
同
意
を
与
え
る
こ
と
が
困
難
な
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
、
十
六
歳
未
満
の
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
代
諾
者
）

第
四
十
九
条
　
法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
後
見
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
す
る
。

（
特
定
臨
床
研
究
を
行
う
場
合
に
説
明
及
び
同
意
が
不
要
な
場
合
等
）

第
五
十
条
　
法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
研
究
計
画
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
も
満
た
す
と
判
断
し
た
場
合
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
、
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
に
緊
急
か
つ
明
白
な
生
命
の
危
険
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
の
治
療
方
法
で
は
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
。

三
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
生
命
の
危
険
が
回
避
で
き
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
に
対
す
る
予
測
さ
れ
る
不
利
益
が
必
要
な

小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
代
諾
者
と
な
る
べ
き
者
と
直
ち
に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
対
象
者
の
理
解
力
に
応
じ
た
平
易
な
表
現
で
説
明
を
行
い
、
当
該
対
象
者
の
賛
意
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
代
諾
者
か
ら
同
意
を
得
る
場
合
の
説
明
及
び
同
意
）

第
五
十
一
条
　
第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
代
諾
者
に
対
す
る
説
明
及
び
同
意
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
号
及
び
第
七
号
中
「
特
定
臨
床
研
究
へ
の
参
加
」
と
あ
る
の
は
「
代

諾
者
の
同
意
」
と
、
同
条
第
十
号
中
「
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
個
人
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
の
個
人
情
報
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
代
諾
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
代
諾
者
の
同
意
に
関
す
る
記
録
及
び
代
諾
者
と
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
同
意
の
撤
回
等
）

第
五
十
二
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
か
ら
法
第
九
条
に
規
定
す
る
同
意
の
全
部
又
は
一
部
の
撤
回
又
は
拒
否
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
撤
回
又
は
拒
否
の
内
容
に
従
っ
た
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
そ
の
旨
を
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
継
続
が
困
難
と
な
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
意
の
撤
回
又
は
拒
否
の
内
容
に
従
っ
た
措
置
を
講
じ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
措
置
を
と
ら
な
い
旨
を
通
知
す
る
場
合
は
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
等
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
説
明

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
臨
床
研
究
に
関
す
る
記
録
の
保
存
）

第
五
十
三
条
　
法
第
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
を
特
定
す
る
事
項

二
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
対
す
る
診
療
及
び
検
査
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
臨
床
研
究
へ
の
参
加
に
関
す
る
事
項

四
　
前
各
号
の
ほ
か
、
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２
　
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
が
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
記
録
を
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
記
録
と
と
も
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
研
究
計
画
書
、
実
施
計
画
、
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
対
す
る
説
明
及
び
そ
の
同
意
に
係
る
文
書
、
総
括
報
告
書
そ
の
他
の
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
研
究
責
任
医
師
が
作
成
し
た
文
書
又
は
そ
の
写
し
並
び
に
記
録

二
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
か
ら
受
け
取
っ
た
審
査
意
見
業
務
に
係
る
文
書

三
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
監
査
（
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関
す
る
文
書

四
　
原
資
料
等
（
法
第
十
二
条
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
係
る
契
約
書
（
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
特
定
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
概
要
を
記
載
し
た
文
書
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
又
は
入
手
し
た
記
録
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七
　
前
各
号
の
ほ
か
、
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
文
書

３
　
研
究
責
任
医
師
は
、
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
記
録
の
修
正
を
行
う
場
合
は
、
修
正
者
の
氏
名
及
び
修
正
を
行
っ
た
年
月
日
を
記
録
し
、
修
正
し
た
記
録
と
と
も
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
へ
の
疾
病
等
の
報
告
）

第
五
十
四
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
た

上
で
、
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
次
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
発
生
の
う
ち
、
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
臨
床
研
究
の
う
ち
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
を
用

い
る
特
定
臨
床
研
究
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
臨
床
研
究
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
予
測
で
き
な
い
も
の
　
七
日

イ
　
死
亡

ロ
　
死
亡
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等

二
　
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
　
十
五
日

イ
　
次
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
発
生
の
う
ち
、
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（１）
　
死
亡

（２）
　
死
亡
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等

ロ
　
次
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
発
生
の
う
ち
、
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
予
測
で
き
な
い
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（１）
　
治
療
の
た
め
に
医
療
機
関
へ
の
入
院
又
は
入
院
期
間
の
延
長
が
必
要
と
さ
れ
る
疾
病
等

（２）
　
障
害

（３）
　
障
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
並
び
に
死
亡
及
び
死
亡
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等
に
準
じ
て
重
篤
で
あ
る
疾
病
等

（５）
　
後
世
代
に
お
け
る
先
天
性
の
疾
病
又
は
異
常

三
　
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
　
十
五
日

イ
　
死
亡
（
感
染
症
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
発
生
の
う
ち
、
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

ロ
　
次
に
掲
げ
る
疾
病
等
（
感
染
症
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
の
う
ち
、
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
用
い
た
医
薬
品
等
の
使
用
上
の
注
意
等
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
使
用
上
の
必
要
な
注
意

又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
使
用
上
の
必
要
な
注
意
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
当
該
医
薬
品
等
の

使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
若
し
く
は
そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

（１）
　
治
療
の
た
め
に
医
療
機
関
へ
の
入
院
又
は
入
院
期
間
の
延
長
が
必
要
と
さ
れ
る
疾
病
等

（２）
　
障
害

（３）
　
死
亡
又
は
障
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等

（４）
　
死
亡
又
は
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
等
に
準
じ
て
重
篤
で
あ
る
疾
病
等

（５）
　
後
世
代
に
お
け
る
先
天
性
の
疾
病
又
は
異
常

ハ
　
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
疾
病
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
等
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の

ニ
　
未
承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
ロ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
発
生
（
ハ
を
除
く
。
）

四
　
前
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
の
疾
病
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
日

五
　
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
起
因
す
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
等
の
発
生
（
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
へ
の
定
期
報
告
を
行
う
と
き

２
　
前
項
（
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ

る
の
は
、
「
研
究
代
表
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
各
号
（
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
疾
病
等
の
発
生
を
知
っ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
た
上
で
、
研
究
代
表
医
師
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
研
究
代
表
医
師
は
、
第
二
項
（
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
（
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
報
告
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
へ
の
不
具
合
報
告
）

第
五
十
五
条
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
っ
て
、
当
該

不
具
合
に
よ
っ
て
次
に
掲
げ
る
疾
病
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
知
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
た
上
で
、
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ

た
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
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二
　
死
亡
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等

三
　
治
療
の
た
め
に
医
療
機
関
へ
の
入
院
又
は
入
院
期
間
の
延
長
が
必
要
と
さ
れ
る
疾
病
等

四
　
障
害

五
　
障
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等

六
　
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
死
亡
及
び
死
亡
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
等
に
準
じ
て
重
篤
で
あ
る
疾
病
等

七
　
後
世
代
に
お
け
る
先
天
性
の
疾
病
又
は
異
常

２
　
前
項
の
規
定
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
、
「
研
究
代
表
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
用
い
る
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
っ
て
、
当
該

不
具
合
に
よ
っ
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
知
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
た
上
で
、
研
究
代
表
医
師
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
代
表
医
師
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
、
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
疾
病
等
の
報
告
）

第
五
十
六
条
　
法
第
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
ロ
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２
　
第
五
十
四
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
ロ
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

五
十
四
条
第
一
項
中
「
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
が
機
構
に
提
供
す
る
情
報
）

第
五
十
七
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
対
し
て
過
去
に
述
べ
た
意
見
の
内
容

二
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
又
は
立
入
検
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報

三
　
そ
の
他
機
構
に
よ
る
情
報
の
整
理
の
た
め
に
必
要
な
厚
生
労
働
大
臣
が
有
す
る
情
報

（
機
構
に
対
す
る
疾
病
等
の
報
告
）

第
五
十
八
条
　
第
五
十
四
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
ロ
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
機
構
へ
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
へ
の
定
期
報
告
）

第
五
十
九
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
特
定
臨
床
研
究
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者

に
報
告
し
た
上
で
、
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
参
加
し
た
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
数

二
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
係
る
疾
病
等
の
発
生
状
況
及
び
そ
の
後
の
経
過

三
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
係
る
こ
の
省
令
又
は
研
究
計
画
書
に
対
す
る
不
適
合
の
発
生
状
況
及
び
そ
の
後
の
対
応

四
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
安
全
性
及
び
科
学
的
妥
当
性
に
つ
い
て
の
評
価

五
　
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
対
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
関
与
に
関
す
る
事
項

２
　
前
項
の
報
告
に
は
、
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が

新
の
も
の
を
有
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
報
告
は
、
原
則
と
し
て
、
実
施
計
画
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
一
年
ご
と
に
、
当
該
期
間
満
了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
第
一
項
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
継
続
の
適
否
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
四
項
の
規
定
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
」
と
、
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
前
二
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
研
究
代
表
医
師
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
、
他
の
研
究
責
任
医
師
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
他
の
研
究
責
任
医
師
は
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
提
供
の
内
容
を
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
定
期
報
告
）

第
六
十
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
特
定
臨
床
研
究
ご
と
に
、
当
該
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
て

い
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
名
称
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
よ
る
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
継
続
の
適
否
及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
は
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
前
条
第
四
項
の
意
見
を
述
べ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
特
定
臨
床
研
究
を
多
施
設
共
同
研
究
と
し
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
研
究
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
代
表
医
師
」
と
、
前
項
中
「
前
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
前
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
六
十
一
条
　
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
又
は
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
た
者
は
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
準
じ
て
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存
等
）

第
六
十
二
条
　
研
究
責
任
医
師
は
、
既
存
試
料
等
が
臨
床
研
究
に
利
用
さ
れ
る
者
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存
を
す
る
場
合
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
研
究
責
任
医
師
が
法
第
十
二
条
及
び
前
項
に
規
定
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
十
三
条
　
臨
床
研
究
（
特
定
臨
床
研
究
を
除
く
。
第
八
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
臨
床
研
究
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
認
定
臨
床
研
究
審
査

委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
場
合
は
、
法
第
八
条
（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
へ
の
通
知
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
十
五
条
並
び

に
第
五
十
九
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
で
き
る
団
体
）

第
六
十
四
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
と
す
る
。

一
　
医
学
医
術
に
関
す
る
学
術
団
体

二
　
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

三
　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

四
　
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
（
医
療
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
（
医
療
の
提
供
又
は
臨
床
研
究
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
の
支
援
を
業
務
と

す
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
（
医
療
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
（
医
療
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
団
体
が
設
置
す
る
場
合
は
、
当
該
者
は
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
、
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

二
　
そ
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

三
　
そ
の
役
員
に
占
め
る
次
に
掲
げ
る
者
の
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
特
定
の
医
療
機
関
の
職
員
そ
の
他
の
当
該
医
療
機
関
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

ロ
　
特
定
の
法
人
の
役
員
又
は
職
員
そ
の
他
の
当
該
法
人
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

四
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
書
類
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
い
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
業
務
の
公
正
か
つ
適
正
な
遂
行
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

（
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
の
申
請
）

第
六
十
五
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
（
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
所
在
地
及
び
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の

連
絡
先
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す

る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
団
体
が
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ
　
業
務
規
程
（
法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
者
に
関
す
る
証
明
書
類

ハ
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
者
が
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
旨
を
定
め
た
定
款
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
前
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

ホ
　
財
産
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

ヘ
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
の
略
歴

二
　
医
療
機
関
の
開
設
者
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
団
体
が
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ
　
業
務
規
程

ロ
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
者
に
関
す
る
証
明
書
類

ハ
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
の
略
歴

（
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
の
要
件
）

第
六
十
六
条
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
倫
理
的
及
び
科
学
的
観
点
か
ら
審
査
意
見
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
く
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
は
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ
　
医
学
又
は
医
療
の
専
門
家

ロ
　
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
保
護
及
び
医
学
又
は
医
療
分
野
に
お
け
る
人
権
の
尊
重
に
関
し
て
理
解
の
あ
る
法
律
に
関
す
る
専
門
家
又
は
生
命
倫
理
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
一
般
の
立
場
の
者

三
　
委
員
が
五
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
男
性
及
び
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
同
一
の
医
療
機
関
（
当
該
医
療
機
関
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
所
属
し
て
い
る
者
が
半
数
未
満
で
あ
る
こ
と
。

六
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
者
の
所
属
機
関
に
属
し
な
い
者
が
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

七
　
審
査
意
見
業
務
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
苦
情
及
び
問
合
せ
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

九
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
四
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

３
　
業
務
規
程
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
審
査
意
見
業
務
に
関
し
て
徴
収
す
る
手
数
料
（
以
下
「
審
査
手
数
料
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
、
審
査
意
見
業
務
を
依
頼
す
る
研
究
責
任
医
師
又
は
審
査
意
見
業
務
の
対
象
と
な
る
特
定
臨
床
研
究
に
関
与
す
る
医
薬
品
等
製

造
販
売
業
者
等
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
委
員
及
び
技
術
専
門
員
（
審
査
意
見
業
務
の
対
象
と
な
る
疾
患
領
域
の
専
門
家
及
び
毒
性
学
、
薬
力
学
、
薬
物
動
態
学
等
の
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
臨
床
薬
理
学
の
専
門
家
、
生

物
統
計
の
専
門
家
そ
の
他
の
臨
床
研
究
の
特
色
に
応
じ
た
専
門
家
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
審
査
意
見
業
務
へ
の
参
加
の
制
限
に
関
す
る
事
項
、
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
疾
病
等
の
報
告
を
受
け
た
場
合
の
手
続
に
関
す

る
事
項
、
第
八
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
の
手
続
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
審
査
意
見
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
記
録
の
作
成
及
び
そ
の
保
存
方
法
に
関
す
る
事
項
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

三
　
次
項
第
三
号
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
項

四
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
廃
止
す
る
場
合
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

五
　
苦
情
及
び
問
合
せ
に
対
応
す
る
た
め
の
手
順
そ
の
他
の
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

六
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
、
技
術
専
門
員
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
の
教
育
又
は
研
修
に
関
す
る
事
項

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
け
る
審
査
意
見
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項

４
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
三
号
（
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
審
査
意
見
業
務
を
行
う
順
及
び
内
容
並
び
に
審
査
意
見
業
務
に
関
し
て
徴
収
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
審
査
意
見
業
務
を
依
頼
す
る
者
に
か
か
わ
ら
ず
公
正
な
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
　
活
動
の
自
由
及
び
独
立
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
審
査
意
見
業
務
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
業
務
規
程
、
委
員
名
簿
そ
の
他
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
に
関
す
る
事
項
及
び
審
査
意
見
業
務
の
過
程
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
整
備
す

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
若
し
く
は
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
又
は
第
七
十
一
条
若
し
く
は
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
に

記
載
さ
れ
た
事
項
及
び
当
該
申
請
書
又
は
当
該
届
書
に
添
付
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
を
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す
。

四
　
審
査
意
見
業
務
（
第
八
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
た
め
、
年
十
二
回
以
上
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
審
査
意
見
業
務
を
行
う
た
め
、
年
七
回
以
上
開
催
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
年
一
以
上
、
か
つ
有
効
期
間
を
通
じ
て
六
以
上
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
業
務
を
除
く
。
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
証
の
交
付
）

第
六
十
七
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
認
定
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
様
式
第
六
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

更
新
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
欠
格
事
由
）

第
六
十
八
条
　
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
認
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
等
の
権
限
を
適
切
に
行
使
し
、
当
該
認
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
認
定
委
員
会
設
置
者
の
審
査
意
見
業
務
の
実
施
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状

況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
認
定
委
員
会
設
置
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た
結
果
、
当
該
認
定
委
員
会
設
置
者
が
当
該
認
定
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
な
い
場
合
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
六
十
九
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
変
更
後
の
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
七
十
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。

一
　
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
の
氏
名
の
変
更
で
あ
っ
て
、
委
員
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二
　
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
の
職
業
の
変
更
で
あ
っ
て
、
委
員
の
構
成
要
件
（
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
要
件
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
満
た
さ
な
く
な
る
も
の
以
外

の
も
の

三
　
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
の
減
員
に
関
す
る
変
更
で
あ
っ
て
、
委
員
の
構
成
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る
も
の
以
外
の
も
の

四
　
審
査
意
見
業
務
を
行
う
体
制
に
関
す
る
事
項
の
変
更
で
あ
っ
て
、
審
査
意
見
業
務
の
適
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

（
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
七
十
一
条
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
七
十
二
条
　
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。

一
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

二
　
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
の
略
歴
の
追
加
に
関
す
る
事
項

三
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
旨
の
定
め
を
し
た
定
款
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
変
更
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
法
そ
の
他
の
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理

ロ
　
第
一
号
及
び
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
用
語
の
整
理
、
条
、
項
又
は
号
の
繰
り
上
げ
又
は
繰
り
下
げ
そ
の
他
の
形
式
的
な
変
更

（
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
三
条
　
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
届
書
に
、
変
更
後
の
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
七
十
四
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
認
定
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
及
び
認
定
証
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
そ
の
書
換
え
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
証
の
再
交
付
）

第
七
十
五
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
そ
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
申
請
書
に
当
該
認
定
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
認
定
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
に
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
七
十
六
条
　
法
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
認
定
証
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
廃
止
）

第
七
十
七
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
認
定
委
員
会
設
置
者
が
前
項
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
実
施
計
画
を
提
出
し
て
い
た
研
究
責
任
医
師
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
廃
止
後
の
手
続
）

第
七
十
八
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
そ
の
設
置
す
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
実
施
計
画
を
提
出
し
て
い
た
研
究
責
任
医
師
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
実
施
計
画
を
提
出
し
て
い
た
研
究
責
任
医
師
に
対
し
、
当
該
臨
床
研
究
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
他
の
認
定
臨
床
研
究
審
査

委
員
会
を
紹
介
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
証
の
返
納
）

第
七
十
九
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
、
又
は
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労

働
大
臣
に
認
定
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
審
査
意
見
業
務
）

第
八
十
条
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
が
、
審
査
意
見
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
技
術
専
門
員
か
ら
の
評
価
書
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
審
査
意
見
業
務
（
前
項
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
技
術
専
門
員
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
審
査
意
見
業
務
の
対
象
と
な
る
も
の
が
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
重
要
な
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
対
応
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
業
務
規
程
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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５
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
緊
急
に
当
該
臨
床
研
究
の
中
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
業
務
規
程
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
長
が
指
名
す
る
委
員
に
よ
る
審
査
意
見
業
務

を
行
い
、
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
後
日
、
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
結
論
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
臨
床

研
究
の
対
象
者
（
臨
床
研
究
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
緊
急
に
実
施
計
画
を
提
出
し
、
又
は
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
面
（
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
に
よ
り
審
査
意
見
業
務
を
行
い
、
結
論
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
後
日
、
当
該
臨
床
研
究
の
実
施
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項
又
は
改
善
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
臨

床
研
究
審
査
委
員
会
の
結
論
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
判
断
及
び
意
見
）

第
八
十
一
条
　
次
に
掲
げ
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
技
術
専
門
員
は
、
審
査
意
見
業
務
に
参
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
委
員
又
は
技
術
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
認
定
臨
床
研

究
審
査
委
員
会
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
審
査
意
見
業
務
の
対
象
と
な
る
実
施
計
画
に
係
る
特
定
臨
床
研
究
の
研
究
責
任
医
師
又
は
研
究
分
担
医
師

二
　
審
査
意
見
業
務
の
対
象
と
な
る
実
施
計
画
に
係
る
特
定
臨
床
研
究
の
研
究
責
任
医
師
と
同
一
の
医
療
機
関
の
診
療
科
に
属
す
る
者
又
は
過
去
一
年
以
内
に
多
施
設
で
実
施
さ
れ
る
共
同
研
究
（
特
定
臨
床
研
究
に
該
当
す
る
も
の

及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
の
う
ち
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
自
ら
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
た
者

三
　
審
査
意
見
業
務
を
依
頼
し
た
研
究
責
任
医
師
が
属
す
る
医
療
機
関
の
管
理
者

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
審
査
意
見
業
務
を
依
頼
し
た
研
究
責
任
医
師
又
は
審
査
意
見
業
務
の
対
象
と
な
る
特
定
臨
床
研
究
に
関
与
す
る
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

審
査
意
見
業
務
に
参
加
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
者

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
結
論
）

第
八
十
二
条
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
意
見
業
務
に
係
る
結
論
を
得
る
に
当
た
っ
て
は
、
出
席
委
員
全
員
か
ら
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、
出
席
委
員
の
全
員
一
致
を
も
っ
て
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
お
い
て
議
論
を
尽
く
し
て
も
、
出
席
委
員
全
員
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た
意
見
を
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
結
論
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
八
十
三
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
た
め
の
帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
前
項
の
帳
簿
を
、

終
の
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
等
の
教
育
又
は
研
修
）

第
八
十
四
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
年
一
回
以
上
、
委
員
等
に
対
し
、
教
育
又
は
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
等
が
既
に
当
該
認
定
委
員
会
設
置
者
が
実
施
す
る
教
育
又
は
研
修
と
同
等
の
教
育
又
は

研
修
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
審
査
意
見
業
務
の
記
録
等
）

第
八
十
五
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
意
見
業
務
の
過
程
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
審
査
意
見
業
務
に
係
る
実
施
計
画
そ
の
他
の
審
査
意
見
業
務
を
行
う
た
め
に
研
究
責
任
医
師
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
、
前
項
の
記
録
（
技
術
専
門
員
か
ら
の
評
価
書
を
含
む
。
）
及
び
認
定
臨
床
研
究
審
査

委
員
会
の
結
論
を
審
査
意
見
業
務
に
係
る
実
施
計
画
を
提
出
し
た
研
究
責
任
医
師
に
通
知
し
た
文
書
の
写
し
を
、
当
該
実
施
計
画
に
係
る
特
定
臨
床
研
究
が
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
添
付
書
類
、
業
務
規
程
並
び
に
委
員
名
簿
を
、
当
該
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
廃
止
後
五
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
八
十
六
条
　
認
定
委
員
会
設
置
者
は
、
研
究
責
任
医
師
が
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
関
す
る
情
報
を
容
易
に
収
集
し
、
効
率
的
に
審
査
意
見
業
務
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
審
査
手

数
料
、
開
催
日
程
及
び
受
付
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
臨
床
研
究
以
外
の
臨
床
研
究
に
係
る
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
業
務
）

第
八
十
七
条
　
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
臨
床
研
究
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
係
る
意
見
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
応
じ
た
場
合
に
は
、
審
査
意
見
業
務
に
準
じ
て
法
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
業
務
と
同
様
の
業
務
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
臨
床
研
究
に
関
す
る
資
金
等
の
提
供

（
契
約
で
定
め
る
事
項
）

第
八
十
八
条
　
法
第
三
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
契
約
を
締
結
し
た
年
月
日

二
　
特
定
臨
床
研
究
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
期
間

三
　
研
究
資
金
等
の
提
供
を
行
う
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
及
び
実
施
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
及
び
研
究
代
表
医
師
の
氏
名

五
　
特
定
臨
床
研
究
に
つ
い
て
の
研
究
資
金
等
の
支
払
の
時
期
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六
　
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
研
究
資
金
等
の
提
供
に
関
す
る
情
報
等
の
公
表
に
関
す
る
事
項

七
　
特
定
臨
床
研
究
の
成
果
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

八
　
医
薬
品
等
の
副
作
用
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

九
　
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
記
録
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
項

十
　
特
定
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
健
康
被
害
が
生
じ
た
場
合
の
補
償
及
び
医
療
の
提
供
に
関
す
る
事
項

十
一
　
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
相
反
管
理
基
準
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
益
相
反
管
理
計
画
の
作
成
等
に
関
す
る
事
項

十
二
　
次
条
第
二
号
に
規
定
す
る
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
に
お
け
る
実
施
医
療
機
関
に
対
す
る
研
究
資
金
等
の
提
供
に
係
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
項
（
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
当
該
団
体
と
契
約
を
締
結
す
る
場
合

に
限
る
。
）

十
三
　
そ
の
他
研
究
資
金
等
の
提
供
に
必
要
な
事
項

（
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）

第
八
十
九
条
　
法
第
三
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
が
所
属
す
る
も
の
。

イ
　
医
療
機
関

ロ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
学
部
、
研
究
科
、
大
学
院
、
大
学
院
の
研
究
科
及
び
大
学
附
置
の
研
究
所
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
研
究
機
関

ハ
　
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
団
体

二
　
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
（
特
定
臨
床
研
究
に
つ
い
て
の
研
究
資
金
等
の
管
理
又
は
特
定
臨
床
研
究
の
支
援
、
受
託
若
し
く
は
複
数
の
医
療
機
関
に
お
け
る
事
務
の
統
括
管
理
を
行
う
団
体
を
介
し
て
医
薬
品
等
製
造
販
売
業

者
等
が
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
医
療
機
関
に
研
究
資
金
等
を
提
供
す
る
場
合
の
当
該
団
体
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
公
表
す
る
情
報
）

第
九
十
条
　
法
第
三
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
、
医
療
関
係
者
に
対
し
て
行
う
自
社
で
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
等
の
提
供
に
関
す
る
事
項
と
し
て
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
行
う
事
業
全
体
に
係
る
講
演
会
、
説
明

会
そ
の
他
の
会
合
の
件
数
及
び
そ
の
実
施
に
要
し
た
費
用
の
総
額
並
び
に
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
行
う
事
業
全
体
に
係
る
情
報
提
供
の
た
め
の
書
籍
等
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の
総
額
（
前
事
業
年
度
分
に
限
る
。
）

を
、
交
際
費
と
し
て
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
行
う
事
業
全
体
に
係
る
接
遇
を
行
う
際
の
飲
食
に
要
し
た
費
用
、
慶
弔
費
等
の
総
額
（
前
事
業
年
度
分
に
限
る
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
公
表
し
た
場
合
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
前
事
業
年
度
分
に
限
る
。
）

研
究
資
金
等
（
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
（
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
特
定
臨
床
研
究
に
つ
い
て
の
研
究
資
金
等
を
提
供

し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
医
療
機
関
に
提
供
し
た
研
究
資
金
等
を
含
む
。
）

一
　
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
る
識
別

番
号

二
　
提
供
先

三
　
実
施
医
療
機
関

四
　
各
特
定
臨
床
研
究
に
お
け
る
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
及
び
実
施
医
療
機
関
ご
と
の
契
約
件
数

五
　
各
特
定
臨
床
研
究
に
お
け
る
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
及
び
実
施
医
療
機
関
ご
と
の
研
究
資
金

等
の
総
額

寄
附
金
（
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
期
間
及
び
終
了
後
二
年
以
内
に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
又
は
第
八
十

九
条
に
規
定
す
る
当
該
研
究
責
任
医
師
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
に
提
供
し
た
も
の
に
限
り
、
当
該
研
究
責
任
医
師
に
提
供
さ
れ

な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
　
提
供
先

二
　
提
供
先
ご
と
の
契
約
件
数

三
　
提
供
先
ご
と
の
提
供
総
額

原
稿
執
筆
及
び
講
演
そ
の
他
の
業
務
に
対
す
る
報
酬
（
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
期
間
及
び
終
了
後
二
年
以
内
に
当
該
特
定
臨
床
研

究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
に
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）

一
　
業
務
を
行
う
研
究
責
任
医
師
の
氏
名

二
　
研
究
責
任
医
師
ご
と
の
業
務
件
数

三
　
研
究
責
任
医
師
ご
と
の
業
務
に
対
す
る
報
酬
の
総
額

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
前
号
の
表
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
前
号
の
表
及
び
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
前
事
業
年
度
分
に
限
る
。
）

医
療
関
係
者
に
対
し
て
行
う
自
社
で
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
等
の
提
供
に
関
す
る
事
項
（
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
期
間
及
び
終
了
後

二
年
以
内
に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
に
提
供
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

一
　
講
演
会
、
説
明
会
そ
の
他
の
会
合
の
件
数
及
び
そ
の
実
施
に
要
し
た
費
用
の

総
額

二
　
情
報
提
供
の
た
め
の
書
籍
等
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の
総
額

交
際
費
（
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
期
間
及
び
終
了
後
二
年
以
内
に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
に
提
供
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
接
遇
を
行
う
際
の
飲
食
に
要
し
た
費
用
、
慶
弔
費
等
の
総
額

（
公
表
時
期
）

第
九
十
一
条
　
法
第
三
十
三
条
に
よ
る
公
表
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
一
年
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
期
間
は
、
公
表
し
た
日
か
ら
五
年
間
と
す
る
。

（
特
定
臨
床
研
究
が
再
生
医
療
等
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
読
替
規
定
）

第
九
十
一
条
の
二
　
特
定
臨
床
研
究
が
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
に
該
当
す
る
場
合
の
第
八
十
八
条
及
び
第
九
十
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
八
条
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
記
録
に
よ
る
公
表
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
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成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
号
）
第
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
記
録
に
よ
る
公
表
」
と
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
相
反
管
理
基
準
及

び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
益
相
反
管
理
計
画
の
作
成
等
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
相
反
管
理
基
準
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利

益
相
反
管
理
計
画
の
作
成
等
」
と
、
第
九
十
条
の
表
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
る
識
別
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
る
識
別
番
号
」
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
九
十
一
条
の
三
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
九
十
二
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二
　
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

三
　
法
第
八
条
に
規
定
す
る
権
限

四
　
法
第
十
六
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

五
　
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

六
　
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
権
限

七
　
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

八
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
項
（
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

九
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

十
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

十
一
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
二
　
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
権
限

十
三
　
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
四
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
五
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
六
　
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

２
　
第
二
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
地
方
厚
生
局
長
に
委
任

す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
邦
文
記
載
）

第
九
十
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
提
出
す
る
計
画
、
申
請
書
、
届
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
英
語
に
よ
る
記
載
を
求
め
る
事
項
を
除
き
、
邦
文
で
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
邦
文
を

も
っ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
書
類
で
あ
っ
て
、
そ
の
翻
訳
文
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
九
十
四
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
第
五
項

総
括
報
告
書
の
概
要

第
三
十
九
条
第
一
項

様
式
第
一
に
よ
る
計
画

第
四
十
一
条

様
式
第
二
に
よ
る
届
書

第
四
十
三
条

様
式
第
三
に
よ
る
届
書

第
四
十
五
条
第
一
項

様
式
第
四
に
よ
る
届
書

第
六
十
五
条
第
一
項

様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書

第
六
十
九
条

様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書

第
七
十
一
条

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

第
七
十
三
条
第
一
項

様
式
第
九
に
よ
る
届
書

第
七
十
四
条

様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
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第
七
十
五
条
第
一
項

様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書

第
七
十
六
条
第
一
項

様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
七
十
七
条
第
一
項

様
式
第
十
三
に
よ
る
届
書

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
媒
体
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
は
当
該
書
類
と
み
な
す
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
載
す
る
事
項
）

第
九
十
五
条
　
第
九
十
四
条
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
者
、
申
請
者
又
は
届
出
を
す
る
者
の
氏
名

二
　
提
出
年
月
日
、
申
請
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
）

第
九
十
六
条
　
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
四

条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
添
付
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
添
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係

る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
用
い
て
入
力
し
、
送
信
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
の
施
行
の
際
現
に
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医
師
が
実
施
す
る
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
意
見
業
務
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
面
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
と
み
な
す
。

（
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
委
員
会
設
置
者
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後

初
に
受
け
る

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
の
更
新
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
研
究
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
更
新
前
の
有
効
期
間
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
を
含
む
年
以
前
の
期
間
　
同
号
イ
中
「
年
七
回
」
と
あ
る
の
は
「
年
十
一
回
」
と
し
、
同
号
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

二
　
更
新
前
の
有
効
期
間
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
を
含
む
年
後
の
期
間
　
同
号
ロ
中
「
年
一
以
上
、
か
つ
有
効
期
間
を
通
じ
て
六
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
年
一
以
上
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
が
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
研
究
法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
販
売
後
調
査

等
（
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
す
る
場
合
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
百
十
四
条
の

五
十
四
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
五
十
五
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
情
報
の
公
表
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
研
究
法
施
行
規
則
第
九
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る

初
の
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
三
十
九
条
関
係
）
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様
式
第
二
（
第
四
十
一
条
関
係
）

様式第二(第四十一条関係) 

実施計画事項変更届書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

 

          研究責任医師(多施設共同研究

として実施する場合は、研究代

表医師) 

氏 名 

 

 

住 所 

 

 下記のとおり、実施計画を変更したいので、臨床研究法第6条第1項の規定により提出し

ます。 

 

記 

実施計画の実施計画番号   

研究名称   

平易な研究名称   

変更内容 

変更事項   

変更前   

変更後   

変更理由   

 ※複数該当がある場合は、欄を複写して記載すること。 

 

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 
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様
式
第
三
（
第
四
十
三
条
関
係
）

様式第三(第四十三条関係) 

実施計画事項軽微変更届書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

 

          研究責任医師(多施設共同研究

として実施する場合は、研究代

表医師) 

氏 名 

 

 

住 所 

 

下記のとおり、実施計画を変更したので、臨床研究法第6条第3項の規定により届け出ます。 

 

記 

実施計画の実施計画番号   

研究名称   

平易な研究名称   

変更内容 変更事項   

変更前   

変更後   

変更年月日   

変更理由   

 ※複数該当がある場合は、欄を複写して記載すること。 

 

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 
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様
式
第
四
（
第
四
十
五
条
関
係
）

様式第四(第四十五条関係) 

特定臨床研究中止届書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

 

          研究責任医師(多施設共同研究

として実施する場合は、研究代

表医師) 

氏 名 

 

 

住 所 

 

 下記のとおり、特定臨床研究を中止したので、臨床研究法第8条の規定により届け出ます。 

 

記 

実施計画の実施計画番号   

研究名称   

平易な研究名称   

中止年月日   

中止の理由   

 

 

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 
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様
式
第
五
（
第
六
十
五
条
関
係
）
（
第
一
面
）

様式第五(第六十五条関係)(第一面) 

臨床研究審査委員会認定申請書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

申請者 住 所 
法人にあっては、主たる

事務所の所在地 
  

氏 名 
法人にあっては、名称及

び代表者の氏名 
  

 

 下記のとおり、臨床研究審査委員会の認定を受けたいので、臨床研究法第23条第2項の規定に

より申請します。 

 申請者は、病院若しくは診療所の開設者又は臨床研究法施行規則第64条第1項各号に掲げる団

体に該当すること、臨床研究法第24条各号に規定する欠格事由に該当しないこと、申請者が臨床

研究法施行規則第64条第1項第1号から第3号までに掲げる団体である場合にあっては同条第2項に

規定する要件を満たすこと並びに臨床研究審査委員会の活動の自由及び独立が保障されているこ

とを誓約します。 

記 

1 臨床研究審査委員会に関する事項 

臨床研究審査委員会の名称   

臨床研究審査委員会の所在地   

審査意見業

務を行う体

制 

審査意見業務を行う順及

び内容について依頼する

者にかかわらず公正な運

営を行う体制 

  

依頼する者にかかわらず

公正な手数料の算定の基

準 

  

審査意見業務を継続的に

行うことができる体制 

  

審査意見業務を行う開催

頻度 

  

事務局の人員配置 専従( )人、専従以外( )人、合計( )人 

※「事務局の人員配置」については、員数(エフォート換算)を記入すること。 

 

(事務局員の人員配置の詳細) 

専従の該当性 事務局員の氏名 員数 

(エフォート

換算) 

臨床研究の安全性及び科学的妥当性等を審査

する委員会の事務に関する実務経験 

(専従の場合のみ記入) 

        

        

        

        

        

        

※欄が足りない場合は、適宜追加すること。 
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様
式
第
五
（
第
六
十
五
条
関
係
）
（
第
二
面
）

様式第五(第六十五条関係)(第二面) 

2 臨床研究審査委員会の連絡先 

担当部署   

担当部署電話番号   

担当部署FAX番号   

担当部署電子メールアドレス   

担当部署の責任者の氏名   

担当部署の責任者の役職   

相談等研究対

象者対応窓口 

名称   

連絡先   

設置者の機関における委員会情

報の掲載URL 

  

※担当部署の責任者の役職については、担当部署における役職を記載すること。 

 

3 委員名簿 

委員の構成要件

の該当性 

氏名 職業(所属及び役職) 性別 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※欄が足りない場合は、適宜追加すること。 
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様
式
第
五
（
第
六
十
五
条
関
係
）
（
第
三
面
）

様式第五(第六十五条関係)(第三面) 

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 各項目の記載欄にその記載事項の全てを記載する事ができないときには、同欄に

「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。 

  4 申請者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管

理人の氏名を記載すること。 

  5 1の「依頼する者にかかわらず公正な手数料の算定の基準」の欄には、手数料の額

及び手数料の算定方法等を記載すること。 

  6 3の「委員の構成要件の該当性」の欄への記載は、次のとおりとすること。 

   「①医学／医療」・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第2号イに規定する「医学

又は医療の専門家」 

   「②法律」・・・・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第2号ロに規定する「臨床

研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の

尊重に関して理解のある法律に関する専門家」 

   「③生命倫理」・・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第2号ロに規定する「生命

倫理に関する識見を有する者」 

   「④一般」・・・・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第2号ハに規定する「一般

の立場の者」 
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様
式
第
六
（
第
六
十
七
条
関
係
）

様式第六(第六十七条関係) 

臨床研究審査委員会認定証 

 

氏 名  
法人にあっては、その

名称 

           臨床研究審査委員会の名称 

           臨床研究審査委員会の所在地 

 

 臨床研究法第23条第4項の規定により認定を受けた臨床研究審査委員会であることを証

明する。 

 

    年  月  日 

 

地方厚生局長    印 

 

 認定番号 

 有効期間   年  月  日から 

        年  月  日まで 
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様
式
第
七
（
第
六
十
九
条
関
係
）

様式第七(第六十九条関係) 

臨床研究審査委員会認定事項変更申請書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

申請者 住所 
法人にあっては、主

たる事務所の所在地 
  

氏名 
法人にあっては、名

称及び代表者の氏名 
  

 

 下記のとおり、臨床研究審査委員会の認定事項の変更の認定を受けたいので、臨床研究

法第25条第1項の規定により申請します。 

記 

認定臨床研究審査委員会の認定番号及び認定年月日   

認定臨床研究審査委員会の名称   

変更内容 変更事項   

変更前   

変更後   

変更理由   

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 申請者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管理

人の氏名を記載すること。 
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様
式
第
八
（
第
七
十
一
条
関
係
）

様式第八(第七十一条関係) 

臨床研究審査委員会認定事項軽微変更届書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

届出者 住所 
法人にあっては、主

たる事務所の所在地 
  

氏名 
法人にあっては、名

称及び代表者の氏名 
  

 

 下記のとおり、臨床研究審査委員会の認定事項を変更したので、臨床研究法第25条第2項

の規定により届け出ます。 

記 

認定臨床研究審査委員会の認定番号及び認定年月日   

認定臨床研究審査委員会の名称   

変更内容 変更事項   

変更前   

変更後   

変更年月日   

変更理由   

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 届出者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管理

人の氏名を記載すること。 
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様
式
第
九
（
第
七
十
三
条
関
係
）

様式第九(第七十三条関係) 

臨床研究審査委員会認定事項変更届書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

届出者 住所 
法人にあっては、主

たる事務所の所在地 
  

氏名 
法人にあっては、名

称及び代表者の氏名 
  

 

 

 下記のとおり、臨床研究審査委員会の認定事項を変更したので、臨床研究法第25条第4項

の規定により届け出ます。 

記 

認定臨床研究審査委員会の認定番号及び認定年月日   

認定臨床研究審査委員会の名称   

変更内容 変更事項   

変更前   

変更後   

変更年月日   

変更理由   

 

 (留意事項) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 提出は、正本1通とすること。 

 3 届出者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管理人

の氏名を記載すること。 
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様
式
第
十
（
第
七
十
四
条
関
係
）

様式第十(第七十四条関係) 

臨床研究審査委員会認定証書換え交付申請書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

申請者 住所 
法人にあっては、主

たる事務所の所在地 
  

氏名 
法人にあっては、名

称及び代表者の氏名 
  

 

 

 下記のとおり、認定臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付を、臨床研究法施行規則

第74条の規定により申請します。 

記 

認定臨床研究審査委員会の認定番号及び認定年月日   

認定臨床研究審査委員会の名称   

変更内容 変更事項   

変更前   

変更後   

変更年月日   

変更理由   

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 申請者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管理

人の氏名を記載すること。 
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様
式
第
十
一
（
第
七
十
五
条
関
係
）

様式第十一(第七十五条関係) 

臨床研究審査委員会認定証再交付申請書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

申請者 住所 
法人にあっては、主

たる事務所の所在地 
  

氏名 
法人にあっては、名

称及び代表者の氏名 
  

 

 

 下記のとおり、臨床研究審査委員会認定証の再交付を、臨床研究法施行規則第75条第1項

の規定により申請します。 

記 

認定臨床研究審査委員会の認定番号及び認定年月日   

認定臨床研究審査委員会の名称   

再交付申請の理由   

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 申請者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管理

人の氏名を記載すること。 
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様
式
第
十
二
（
第
七
十
六
条
関
係
）
（
第
一
面
）

様式第十二(第七十六条関係)(第一面) 

臨床研究審査委員会認定事項更新申請書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

申請者 住 所 
法人にあっては、主たる

事務所の所在地 
  

氏 名 
法人にあっては、名称及

び代表者の氏名 
  

 

 下記のとおり、認定臨床研究審査委員会の認定事項の更新を受けたいので、臨床研究法第26条

第6項の規定により申請します。 

 申請者は、病院若しくは診療所の開設者又は臨床研究法施行規則第64条第1項各号に掲げる団

体に該当すること、臨床研究法第24条各号に規定する欠格事由に該当しないこと、申請者が臨床

研究法施行規則第64条第1項第1号から第3号までに掲げる団体である場合にあっては同条第2項に

規定する要件を満たすこと並びに臨床研究審査委員会の活動の自由及び独立が保障されているこ

とを誓約します。 

記 

1 更新を受けようとする認定臨床研究審査委員会に関する事項 

更新を受けようとする認定臨床研究審

査委員会の認定番号及び認定年月日 

  

更新を受けようとする認定臨床研究審

査委員会の名称 

  

更新を受けようとする認定臨床研究審

査委員会の所在地 

  

変更内容 変更事項   

変更前   

変更後   

変更理由   

審査意見業

務を行った

開催件数 

1年目   

2年目   

3年目   

審査意見業

務を行う体

制 

審査意見業務を行う順及

び内容について依頼する

者にかかわらず公正な運

営を行う体制 

  

依頼する者にかかわらず

公正な手数料の算定の基

準 

  

審査意見業務を継続的に

行うことができる体制 

  

審査意見業務を行う開催

頻度 

  

事務局の人員配置 専従( )人、専従以外( )人、合計( )人 

※「審査意見業務を行った開催件数」は、臨床研究法施行規則第80条第4項及び第5項の規定によ

るものを除く。 
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様
式
第
十
二
（
第
七
十
六
条
関
係
）
（
第
二
面
）

様式第十二(第七十六条関係)(第二面) 

(事務局員の人員配置の詳細) 

専従の該当性 事務局員の氏名 員数 

(エフォート

換算) 

臨床研究の安全性及び科学的妥当性等を審査

する委員会の事務に関する実務経験 

(専従の場合のみ記入) 

        

        

        

        

        

        

※欄が足りない場合は、適宜追加すること。 

 

2 臨床研究審査委員会の連絡先 

担当部署   

担当部署電話番号   

担当部署FAX番号   

担当部署電子メールアドレス   

担当部署の責任者の氏名   

担当部署の責任者の役職   

相談等研究対

象者対応窓口 

名称   

連絡先   

設置者の機関における委員会情

報の掲載URL 

  

※担当部署の責任者の役職については、担当部署における役職を記載すること。 

 

3 委員名簿 

委員の構成要件

の該当性 

氏名 職業(所属及び役職) 性別 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※欄が足りない場合は、適宜追加すること。 
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様
式
第
十
二
（
第
七
十
六
条
関
係
）
（
第
三
面
）

様式第十二(第七十六条関係)(第三面) 

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 各項目の記載欄にその記載事項の全てを記載する事ができないときには、同欄に

「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。 

  4 申請者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管

理人の氏名を記載すること。 

  5 1の「依頼する者にかかわらず公正な手数料の算定の基準」の欄には、手数料の額

及び手数料の算定方法等を記載すること。 

  6 3の「委員の構成要件の該当性」の欄への記載は、次のとおりとすること。 

   「①医学／医療」・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第1号イに定める「医学又

は医療の専門家」 

   「②法律」・・・・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第1号ロに定める「臨床研

究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の尊

重に関して理解のある法律に関する専門家」 

   「③生命倫理」・・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第1号ロに定める「生命倫

理に関する識見を有する者」 

   「④一般」・・・・・・臨床研究法施行規則第66条第2項第1号ハに定める「一般の

立場の者」 
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様
式
第
十
三
（
第
七
十
七
条
関
係
）

様式第十三(第七十七条関係) 

認定臨床研究審査委員会廃止届書 

年  月  日 

 地方厚生局長  殿 

届出者 住 所 
法人にあっては、主たる

事務所の所在地 
  

氏 名 
法人にあっては、名称及

び代表者の氏名 
  

 

 

 下記のとおり、認定臨床研究審査委員会を廃止したいので、臨床研究法第27条第1項の規

定により届け出ます。 

記 

認定臨床研究審査委員会の認定番号及び認定年月日   

認定臨床研究審査委員会の名称   

廃止年月日   

廃止の理由   

 

 (留意事項) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 提出は、正本1通とすること。 

  3 届出者の「氏名」について、法人でない団体にあっては、名称及び代表者又は管理

人の氏名を記載すること。 
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様
式
第
十
四
（
第
九
十
一
条
の
三
関
係
）

様式第十四(第九十一条の三関係) 

表面 

85mm   

 

 

第   号 

 

 

 

臨床研究法第35条第2項の規定による身分証明書 

 

 

 職 名 

 

 氏 名 

 

 

              年  月  日生 

 

              年  月  日発行 

 

 

 

 厚 生 労 働 省 (地 方 厚 生 局 ) 

    

53

mm  

写

真 

 

                   印 
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裏面 

 

臨床研究法(平成29年法律第16号)抜粋 

 

 (報告徴収及び立入検査) 

第三十五条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定臨床研究を

実施する者、認定委員会設置者若しくは医薬品等製造販売業者(その製造販売をし、又

はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る。第四十二条において

同じ。)若しくはその特殊関係者に対して、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物

件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業場に立ち入り、その帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
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